
日米共同訓練における米軍人の基地内宿泊を求める意見書

今年１０月２６日から新田原基地において実施される在日米軍再編に伴う日米

共同訓練において、基地内の宿泊施設を新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接

触者等の隔離施設として利用するとの理由から、米軍人約２００人が基地外のホ

テルに宿泊するとされている。

しかしながら、新田原基地内の宿泊施設は、本来、日米共同訓練に参加する米

軍人のために整備されたものであり、県民の安全・安心を確保する観点からも訓

練の実施に当たっては当該施設を利用すべきである。

よって、国に対し、日米共同訓練に参加する米軍人の宿泊については、新田原

基地内の施設を利用するよう強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。
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